
◎

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
国
民
健
康
保
険
税
）

（
国
民
健
康
保
険
税
）

第
七
百
三
条
の
四

（
略
）

第
七
百
三
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
被
保
険

３

国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
被
保
険

者
（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
国
民
健
康

者
（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
一
般
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係

保
険
の
被
保
険
者
（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
一
般
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係

る
国
民
健
康
保
険
税
の
標
準
基
礎
課
税
総
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
国

る
国
民
健
康
保
険
税
の
標
準
基
礎
課
税
総
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
国

民
健
康
保
険
を
行
う
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
る
市
町
村
に

民
健
康
保
険
を
行
う
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
る
市
町
村
に

あ
つ
て
は
、
当
該
合
算
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
分
賦
金
の
額
）
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
当
該
合
算
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
分
賦
金
の
額
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
年
度
分
の
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

二

当
該
年
度
分
の
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

の
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

の
額
か
ら
当
該
費
用
に
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額

イ

当
該
年
度
分
の
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
に
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額

ロ

当
該
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
に
当
該
年
度
の
同
号
に
規
定

す
る
退
職
被
保
険
者
等
加
入
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

前
項
の
所
得
割
額
は
、
第
四
項
の
所
得
割
総
額
を
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項

６

前
項
の
所
得
割
額
は
、
第
四
項
の
所
得
割
総
額
を
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
の
規

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
総
所
得
金
額
中
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合



定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
第
十

に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の

三
項
及
び
第
二
十
一
項
に
お
い
て
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。

規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
当
該
給
与
所
得
に
係
る
収
入
金
額
の
百
分
の

）
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

五
の
金
額
（
そ
の
金
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
控
除
し
た
金

額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
百
十
四
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
計
額
（
第
十
四
項
及
び
第
二
十
二
項
に
お
い
て
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

又
は
山
林
所
得
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
十
三
条
第
三
項
、
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
ま
た
、
所
得
税
法
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三

項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

８

第
六
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金

又
は
山
林
所
得
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
百
十
三
条
第
九
項
中

額
又
は
山
林
所
得
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
百
十
三
条
第
九
項

雑
損
失
の
金
額
に
係
る
部
分
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

中
雑
損
失
の
金
額
に
係
る
部
分
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

８

前
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
第
五
項
の
所
得
割
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

９

前
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
第
五
項
の
所
得
割
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
と
認
め
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
同
項
の
所
得
割
額
は
、
前
二
項
の
規

難
で
あ
る
と
認
め
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
同
項
の
所
得
割
額
は
、
前
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
市
町
村
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
第
三
百

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
市
町
村
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
第
三
百

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及

ら
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
第
十
四
項
及
び
第
二
十
二
項
に
お
い
て
「
各
種
控

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
項
に
お
い
て
「
各
種
控

除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
又
は
市
町
村
民
税
の
所
得
割
（
退
職
所
得

除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
又
は
市
町
村
民
税
の
所
得
割
（
退
職
所
得

に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
第
七
百
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（

に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
第
七
百
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（

第
十
四
項
及
び
第
二
十
二
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
所
得
割
額
」
と
い
う
。
）

第
十
五
項
及
び
第
二
十
三
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
所
得
割
額
」
と
い
う
。
）

に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
～

（
略
）

～

（
略
）

13

10

14

第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
第
五
項
の
所
得
割
額
の
算
定
を
行
つ
て
い
る
市
町

第
九
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
第
五
項
の
所
得
割
額
の
算
定
を
行
つ
て
い
る
市
町

14

15



村
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
の
所
得
割
額
は
、
当

村
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
三
項
の
所
得
割
額
は
、
当

該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所

該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所

得
割
額
に
、
第
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に

得
割
額
に
、
第
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に

係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
算
額
で
除

係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
算
額
で
除

し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

第
十
二
項
の
資
産
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又

第
十
三
項
の
資
産
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又

15

16

は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
に
、
第
四
項
の
資
産

は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
に
、
第
四
項
の
資
産

割
総
額
を
当
該
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固

割
総
額
を
当
該
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固

定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た

定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た

率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

第
十
二
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
第
十
項
又
は
第

第
十
三
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
第
十
一
項
又
は

16

17

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
同
額
と
す
る
。

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
同
額
と
す
る
。

第
五
項
又
は
第
十
二
項
の
基
礎
課
税
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等

第
五
項
又
は
第
十
三
項
の
基
礎
課
税
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等

17

18

と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
五
項
の
基
礎
課
税
額
と
第
十
二
項
の

と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
五
項
の
基
礎
課
税
額
と
第
十
三
項
の

基
礎
課
税
額
と
の
合
算
額
）
は
、
五
十
三
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

基
礎
課
税
額
と
の
合
算
額
）
は
、
五
十
三
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

18

20

19

21

前
項
の
所
得
割
額
は
、
第
十
九
項
の
所
得
割
総
額
を
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

前
項
の
所
得
割
額
は
、
第
二
十
項
の
所
得
割
総
額
を
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

21

22

者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
第
五
項
の
所
得
割
額
の
算
定
を
行
つ
て
い
る
市
町

第
九
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
第
五
項
の
所
得
割
額
の
算
定
を
行
つ
て
い
る
市
町

22

23

村
に
お
い
て
は
、
第
二
十
項
の
所
得
割
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
介

村
に
お
い
て
は
、
第
二
十
一
項
の
所
得
割
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村

税
所
得
割
額
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

民
税
所
得
割
額
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

第
二
十
項
の
資
産
割
額
は
、
第
十
九
項
の
資
産
割
総
額
を
介
護
納
付
金
課
税
被

第
二
十
一
項
の
資
産
割
額
は
、
第
二
十
項
の
資
産
割
総
額
を
介
護
納
付
金
課
税

23

24

保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係

被
保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に

る
部
分
の
額
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

係
る
部
分
の
額
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

第
二
十
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
十
九
項
の
被
保
険
者
均
等
割
総
額
を

第
二
十
一
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
二
十
項
の
被
保
険
者
均
等
割
総
額

24

25



介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
の
数
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

を
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
の
数
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

第
二
十
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
第
十
九
項
の
世
帯
別
平
等
割
総
額
を
介
護

第
二
十
一
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
第
二
十
項
の
世
帯
別
平
等
割
総
額
を
介

25

26

納
付
金
課
税
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
数
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
数
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

第
二
十
項
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
七
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
一
項
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
七
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

26

27
。

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
資
格
が
な
い
世
帯
主
の
属
す
る
世
帯
内
に

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
資
格
が
な
い
世
帯
主
の
属
す
る
世
帯
内
に

27

28

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
世
帯
主
を
第
一
項

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
世
帯
主
を
第
一
項

の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
と
み
な
し
て
国
民
健
康
保
険
税
を
課
す
る
。
こ
の
場

の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
と
み
な
し
て
国
民
健
康
保
険
税
を
課
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
般
被
保
険
者

合
に
お
い
て
、
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
般
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
（
世
帯
主
を
除
く
。
）
」
と
、
「
一
般
被
保
険
者

世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
（
世
帯
主
を
除
く
。
）
」
と
、
「
一
般
被
保
険
者

と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
一
般
被
保
険
者

と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
一
般
被
保
険
者

と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

「
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
世
帯
主
を
除
く
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
世
帯
主
を
除
く
。
）

」
と
、
「
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の

」
と
、
「
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の

者
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
し
、
第
十
七
項
の
規
定
の
適

者
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
し
、
第
十
八
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は

、
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第

、
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第

二
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
（

二
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
被

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る

保
険
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に

被
保
険
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯

属
す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る
介

に
属
す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法
第

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
介
護
保
険
法

九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
世

第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（

帯
主
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

世
帯
主
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。



（
国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
の
特
例
）

（
国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
の
特
例
）

第
七
百
六
条
の
二

市
町
村
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
の
算
定
の
基
礎
に

第
七
百
六
条
の
二

市
町
村
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
の
算
定
の
基
礎
に

用
い
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
に
規
定
す
る
控
除
後
の
総
所

用
い
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
に
規
定
す
る
控
除
後
の
総
所

得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
又
は
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
が
確
定

得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
又
は
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
が
確
定

し
な
い
た
め
当
該
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

し
な
い
た
め
当
該
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
確
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
到
来
す
る
納
期
に
お

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
確
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
到
来
す
る
納
期
に
お

い
て
徴
収
す
べ
き
国
民
健
康
保
険
税
に
限
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

い
て
徴
収
す
べ
き
国
民
健
康
保
険
税
に
限
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
当
該
年
度
の
納
期
の
数

に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
当
該
年
度
の
納
期
の
数

で
除
し
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
最
後
の
納
期
の

で
除
し
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
最
後
の
納
期
の

税
額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
係
る
国
民
健
康

税
額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
係
る
国
民
健
康

保
険
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

保
険
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

額
の
総
額
は
、
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超

額
の
総
額
は
、
前
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

（
国
民
健
康
保
険
税
の
標
準
基
礎
課
税
総
額
の
特
例
）

第
三
十
三
条
の
二

削
除

第
三
十
三
条
の
二

国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
二
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
制
度

等
の
抜
本
的
な
改
革
ま
で
の
間
、
第
七
百
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
見
込
額
及
び
当
該
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
当
該
年

度
の
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
法
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
加
入
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
す
る
。

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

第
三
十
五
条
の
五

当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

第
三
十
五
条
の
五

当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年

の
被
保
険
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年



金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年

金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年

齢
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に

齢
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に

お
け
る
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
総
所

お
け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
及
び
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用

得
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規

に
つ
い
て
は
、
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
中
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に

定
す
る
総
所
得
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
」

る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係

と
、
「
所
得
税
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
」
と
す
る
。

る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
か

ら
十
七
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
」
と
、
「
所
得
税
法
」
と
あ

る
の
は
「
同
法
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
中
「
総
所
得
金
額
（
」
と
あ
る

の
は
「
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金

額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
」
と
、
「
所
得
税
法
」

と
あ
る
の
は
「
同
法
」
と
す
る
。

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

）

）

第
三
十
五
条
の
六

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

第
三
十
五
条
の
六

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

が
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

が
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

第
七
項
及
び
第
八
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に

得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
又

「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に

三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
同
項
各

第
九
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と

号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五

、
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
本
条



第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
又

中
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係

は
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

（
長
期
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

（
長
期
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

第
三
十
六
条

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
附

第
三
十
六
条

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
附

則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
百
三
条
の
四

則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
百
三
条
の
四

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
並
び
に
第
七
百
六
条
の
二
の
規
定

第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
七
百
三
条
の
五
並
び
に
第
七
百
六
条
の
二
の

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四
第
八
項
を
除
く

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
長
期
譲
渡
所
得
の

則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条

特
別
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ

の
四
第
八
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
山
林
所
得

額
又
は
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項

条
第
九
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

と
す
る
。

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
長
期
譲
渡

所
得
の
特
別
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
、
「
同
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五
中
「

及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
七
百
六
条
の
二
中
「

及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

２

前
項
の
規
定
は
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
が
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

者
が
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る



。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期

附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
短

譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短

期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
「
長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
」
と
あ
る
の
は
「

期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

第
三
十
七
条

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
附

第
三
十
七
条

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
附

則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お

則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

第
七
項
及
び
第
八
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に

得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
又

「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条

規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
同
項
各

第
九
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と

号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五

、
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
本
条

第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
又

中
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係

は
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

（
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

（
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

第
三
十
七
条
の
二

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

第
三
十
七
条
の
二

世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

が
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

が
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

け
る
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
七
百
三
条
の
五
及
び
第
七

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
七
百
三
条
の
四

第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

第
七
項
及
び
第
八
項
を
除
く
。
）
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物



雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
七
百
三
条
の
四
第
七
項
及
び
第
八
項
中

の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一

三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」

項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
八
項
中

と
、
同
条
第
九
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項

「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七
百

各
号
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五
第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

三
条
の
五
第
一
項
中
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
本
条
中
山
林
所

は
「
本
条
中
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
商

得
金
額
又
は
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る

品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。


